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1. 本書の目的 

本書は、食品寄附における各業務において食品寄附関係事業者の間でデータを授受するための

API における仕様の情報を提供するものである。 

２章「業務仕様」では、食品の需給調整および授受にかかる業務の全体像を示した上で、API の

活用が想定される業務を抽出し、API を活用する場合の標準的なプロセスを業務単位で示す。 

３章「API 仕様」では、API の活用が想定される業務に対応する API 名、電文名、電文の主な項

目を示した上で、共通仕様および各 API における電文仕様およびエラーコードを示す。  
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2. 業務仕様 

2.1. 業務の全体像 

食品寄附を実施する上で、食品寄附事業者からの寄附食品の登録から、最終受益者に食品が

渡るまで、食品の需給調整および授受にかかる一連の業務が発生する。 

食品寄附者は中間支援組織に対し食品寄附の可否の問い合わせを実施し、中間支援組織は食

品寄附の可否や受け入れ方法について回答を実施する。その後配送の場合は配送の手配を行った

上で、食品の授受を行う。中間支援組織は受領した食品を倉庫等で管理し、直接支援組織に食

品を提供する準備を行う。中間支援組織が寄附食品の一覧の提供や予約の受付を実施している

場合は、食品の受領を希望する直接支援組織が中間支援組織に寄附食品の一覧取得を依頼し、

中間支援組織が一覧を発行する。直接支援組織は一覧を見て、希望する食品の確保を中間支援

組織に依頼し、確保できた食品についての予約結果の通知を中間支援組織は直接支援組織に対

して行う。また、直接支援組織が寄附食品提供履歴の一覧の取得を希望する場合、中間支援組

織によって提供が行われる。 
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図 2.1-1 食品の需給調整および授受にかかる業務の全体像 

※食品寄附者-中間支援組織間、中間支援組織-直接支援組織間における食品寄附に係る合

意書の取り交わし等は既に実施済みであるものとする。 

 

食品の寄附にあたり、寄贈品の登録方法としては Excel 等のファイルに所定の情報を記載し、メー

ル等で送付するファイル連携が多く、現時点では API による食品登録等の機能は確認できなかった。

また当該ファイル形式はフードバンクによって記載項目が様々であった。また、食品の提供においても、 

一部のフードバンクにおいては Web 画面によるマッチング機能等の利用があるものの、電話やメール
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での問い合わせも多く、現時点では API による食品検索・予約等の機能は確認できなかった。 

上記の背景として、フードバンクにおいては、システム化されていない機能が多く、臨機応変な対応

が求められることから、職員による手運用に頼らざるを得ない状況であることが挙げられる。食品寄附の

機会を増やす当初の目的を鑑み、安価で効率的なシステムの整備を行うと共に、将来的には API に

よる処理の自動化により、業務の効率化と受入可能な食品を増やすことが可能であると考えられる。 

各業務の中で、将来的に API を活用したデータのやり取りが想定されるのは、（１）寄附食品の

登録、（２）受領書の取得、（３）寄附食品の一覧取得、（４）寄附食品の提供予約、（５）

寄附食品提供履歴の一覧取得の５つの業務である。API を活用した場合の業務の詳細は次節にて

示す。 

 

表 2.1-1 API の活用が想定される業務 

 

2.2. 業務詳細 

(1) 寄附食品の登録 

ユーザ認証、システム間認証等の前処理を行った後、寄附食品の登録においては以下の流れでデ

ータ授受が行われる。寄附実施のたびに登録が必要である。 

① 食品寄附者が自社の在庫システムに寄附食品の商品名・商品分類・数量・賞味期限等の

食品情報を入力・登録することにより、中間支援組織に対して寄附したい食品を受け入れる

No. 業務分類 業務の名称 関係者 概要 

(1) 

食品寄附 

寄附食品の

登録 

食品寄附者 

中間支援組織 

食品寄附者から中間支援組織に寄附食品の受

入を依頼する。依頼にあたり、寄附する食品の情

報や賞味期限、受入方法等を連携する。 

(2) 
受領書の取

得 

食品寄附者 

中間支援組織 

寄附完了後に中間支援組織から受領書を発行

する。また寄附者より一覧形式で一括して受領

書の発行を依頼する。 

(3) 

食品提供 

寄附食品の

一覧取得 

中間支援組織 

直接支援組織 

直接支援組織が中間支援組織等に提供可能

な食品の在庫等を問い合わせ、その一覧を取得

する。 

(4) 
寄附食品の

提供予約 

中間支援組織 

直接支援組織 

取得した提供可能な食品の一覧から、提供を希

望する食品やその量、受け取り方法等を連携

し、提供の予約を行う。 

(5) 

寄附食品提

供履歴の一

覧取得 

中間支援組織 

直接支援組織 

直接支援組織が提供を受けた食品や数量、受

渡日等の情報を一覧で取得する。 
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ことが可能か問い合わせる。API リクエストにより寄附食品登録要求電文を中間支援組織に

対して送る。 

② 中間支援組織は、登録された食品情報に基づいて、受入可否の判定を自動で行う。 

③ 中間支援組織は、受入可否（または保留）の結果や、受け入れ条件等の情報を寄附食

品登録回答電文として API レスポンスにより食品寄附事業者に回答する。 

 

図 2.2-1 寄附食品の登録に係る業務の流れ 

 

(2) 受領書の取得 

食品寄附者が中間支援組織に対して寄附した食品について、寄附相手方の数量などが分かる受

領書を入手したい際に、以下の業務が行われる。 

① 食品寄附者は受領書の発行依頼のため、受領書要求電文を中間支援組織に対して送る。 

② 中間支援組織は、受領した食品の履歴から受領書を生成する。 

③ 中間支援組織は、受領書の情報を受領書回答電文として API レスポンスにより食品寄附

事業者に回答する。  



8 

 

図 2.2-2 受領書の取得に係る業務の流れ 

 

(3) 寄附食品の一覧取得 

ユーザ認証、システム間認証等の前処理を行った後、直接支援組織による寄附食品の一覧取得

においては以下の流れでデータ授受が行われる。なお、中間支援組織が直接支援組織に対して寄附

食品（提供可能食品）の一覧の提供を行っていない場合については、以下の業務は実施されない。 

① 直接支援組織は寄贈食品情報の一覧を取得したい際、API リクエストとして寄附食品一覧

要求電文を中間支援組織に対して送る。 

② 中間支援組織は、在庫情報を管理するシステム等から、最新の寄附食品（提供可能食品）

の状況を出力する。 

③ 中間支援組織は、寄附食品（提供可能食品）の情報を含む寄附食品一覧回答電文を

API レスポンスとして直接支援組織に送る 

 

 

 

図 2.2-3 寄附食品の一覧取得にかかる業務の流れ 
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(4) 寄附食品の提供予約 

直接支援組織による寄附食品の提供予約においては以下の流れでデータ授受が行われる。なお、

中間支援組織が直接支援組織に対して予約の受付を行っていない場合については、以下の業務は

実施されない。 

① 直接支援組織は寄贈食品情報の予約を行いたい際、API リクエストとして寄附食品提供予

約電文を中間支援組織に対して送る。 

② 中間支援組織は、在庫情報や入出庫情報を管理するシステムをもとに、提供可否の判定を

実施する。また、予約可能な場合食品提供先、提供予定等を登録する。 

③ 中間支援組織は、寄附食品提供予約結果電文を API レスポンスとして直接支援組織に送

る。 

 

 
図 2.2-4 寄附食品の提供予約にかかる業務の流れ 

 

(5) 寄附食品提供履歴の一覧取得 

直接支援組織による寄附食品の提供履歴の提供においては以下の流れでデータ授受が行われる。 

① 直接支援組織は寄贈食品提供履歴の一覧を取得したい際、API リクエストとして寄附食品

提供履歴一覧取得要求電文を中間支援組織に対して送る。 

② 中間支援組織は、在庫情報を管理するシステム等から、寄附食品の提供履歴の状況を出

力する。 

③ 中間支援組織は、寄附食品提供履歴一覧取得結果電文を API レスポンスとして直接支援

組織に送る。 
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図 2.2-5 寄附食品の提供履歴の一覧取得にかかる業務の流れ 
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3. API 仕様 

3.1. 共通仕様 

(a) プロトコル 

HTTP 1.1 に基づくこととし、POST メソッドによるリクエストを行う。 

HTTP における各種エラーコード(200 系、300 系、400 系、500 系)は、本書による API を

実装するシステムにて個別に設定することとする。 

 

(b) API アーキテクチャ・フォーマット 

REST/JSON 形式に基づくこととする。 

 

(c) 通信セキュリティのセキュリティについて 

本書による API は(a)にて規定する HTTP プロトコル上に実装することとするが、システム間の

認証や通信路の暗号化を行うセキュア通信プロトコルである SSL/TLS 等と組み合わせ実装する

ことを推奨する。 

SSL/TLS にて採用する暗号方式(CipherSuite)や EV 証明書等の各種仕様は、API を実

装するシステムにて個別に設定することとする。 

 

(d) 認証・認可方式 

本書による API 仕様では、以下の例に示すシステム認証または利用者認証の実装が必要と

なるが、既存システムにおける仕様との整合等を考慮し、当該認証の実装方法の詳細について

は特に規定しないこととする。 

システム認証・利用者認証の例: 

 VPN による専用線を敷設し、通信時に拠点間認証を行う。 

 SSL/TLS によるクライアント認証を実施する。 

 OAuth によるユーザ認証を行う。 

 

(e) 文字コード 

リクエスト及びレスポンス共に UTF-8 を用いることとする。 

またUTF-8にて使用することのできる文字セットは以下の通りとし、外字は用いないこととする。 

 JIS X 0201(半角英数字等) 

 JIS X 0208:1997(第一水準、第二水準文字) 

 JIS X 0212:1990(補助漢字) 

 JIS X 0213:2004 (第三水準、第四水準文字) 

  



12 

 

3.2. API 一覧 

2.2.章において列挙した API の活用が想定される業務に対応する API 名、電文名、電文の概要

を表 3.2-1 に示す。 

表 3.2-1 API 一覧 

No. API 名 電文名 概要 

１ 
A01 寄附食品登

録の要求 

R01 寄附食品登録要求

電文 

食品寄附者が寄附食品のリスト番号・

商品名・商品分類・数量・賞味期限等

の寄附食品の登録情報を中間支援組

織に送信する。 

S01 寄附食品登録回答

電文 

中間支援組織が登録された情報に基

づいてリスト番号・受入可否等を食品寄

附者に回答する。 

２ 
A02 受領書の要

求 

R02 受領書要求電文 

食品寄附者は中間支援組織が管理番

号・過去に受領した寄附食品の受領書

の発行日（開始日～終了日）を中間

支援組織に送信する。 

S02 受領書回答電文 

中間支援組織が受領期間の条件に該

当する寄附食品の管理番号・寄附者

名・受領日等を食品寄附者に回答す

る。 

３ 
A03 寄附食品の

一覧取得の要求 

R03 寄附食品一覧要求

電文 

直接支援組織が提供を希望する寄附

食品の食品分類コード・賞味期限を中

間支援組織に送信する。 

S03 寄附食品一覧回答

電文 

中間支援組織が食品分類コード・賞味

期限の条件に該当する提供可能な寄

附食品の商品名・商品分類コード・賞

味期限等を直接支援組織に回答す

る。 
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４ 
A04 寄附食品の

提供予約 

R04 寄附食品提供予約

電文 

直接支援組織が提供を希望する寄附

食品の管理番号、希望数量等を中間

支援組織に送信する。 

S04 寄附食品提供予約

結果電文 

中間支援組織が管理番号、希望数量

等の条件に該当する予約可能な寄附

食品の管理番号、予約番号、予約可

否等を中間支援組織に回答する。 

５ 

A05 寄附食品提

供履歴の一覧取得

の要求 

R05 寄附食品提供履歴

一覧取得要求電文 

直接支援組織が中間支援組織から過

去に受領した寄附食品の受領書の発

行日（開始日～終了日）を中間支

援組織に送信する。 

S05 寄附食品提供履歴

一覧取得結果電文 

中間支援組織は受領書の発行日の期

間の条件に該当する寄附食品の管理

番号、寄附者名、受領日等を直接支

援組織に回答する。 
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3.3. API 詳細 

3.2 にて示す No.１～No.５の各 API の電文仕様及びサンプルリクエスト・サンプルレスポンス・エラ

ー時のサンプルレスポンスについて、本書付属の別紙１「API 電文設計書」に示す。 

 

3.4. エラーコード 

API におけるエラーコード仕様を以下に示す。 

なお、本 API は HTTP/HTTPS 上に実装されることを想定し、リソースが見つからない等のエラーや

内部エラー等の HTTP レイヤー上のエラーは、HTTP のエラー定義に従うものとする。 

 

3.4.1 エラーコード体系 

エラーコードは 6 桁固定とし、各桁における定義を表 3.4-1 に示す。 

 

表 3.4-1 エラーコード体系 

コード X1 X2 X3 X4 X5 X6 

定義 
‘E’固定 

エラー分類コード エラー詳細コード 

文字種 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 半角数字 

 

 X1 は、エラーコードを示す「E」固定とする。 

 X2, X3 は、エラー分類コード(2 桁)が格納される。 

 X4, X5, X6 は、X2, X3 で指定されるエラー分類コードに属するエラー詳細コード(3 桁)が

格納される。 
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以下にエラー分類コードの定義を示す。 

 

表 3.4-2 エラー分類コードの定義 

X2 X3 分類の定義 

1 電文形式エラー 

１ 1 入力が必須となる情報が含まれていなかった。 

１ ２ 指定されたパラメータの形式（文字種、桁数、データ型等）と異なるデータが

入力された。 

2 業務エラー 

２ 1 フードバンクが指定する受入条件に合致せず受入不可となった。 

２ ２ フードバンクが指定する消費期限又は賞味期限の条件と一致していない。 

２ 3 寄附食品の提供予約を行おうとしたが寄附食品の在庫がない、又は希望数

量が在庫数を超えている。 

２ 4 管理番号を入力したが、寄附食品の情報が変更又は、削除されている。 

 

3.4.2 エラーコードの詳細 

以下に、本 API が返却するエラーコードの定義を示す。 

 

表 3.4-2 エラーコード一覧 

No. エラーコード 内容 

1 E11100 寄附食品登録の際に、商品名の情報が含まれていない。 

2 E11200 受領書の要求の際に、管理番号の情報が含まれていない。 

3 E11300 寄附食品の提供予約の際に、希望数量の情報が含まれていない。 

4 E11400 
寄附食品提供履歴の一覧取得の要求の際に、予約番号又は受領書の発行日

のいずれかの情報が含まれていない。 

5 E12100 
寄附食品登録や寄附食品の一覧取得の要求の際に、食品分類コードが 2

桁ではない値が入力されている。 

6 E12200 
受領書の要求の際に、受領書の発行日（開始）に数字ではない値が入力

されている。 

7 E21100 
フードバンクが取り扱っていない商品（例:アルコール、サプリメント等）を登録し

ている。 

8 E21200 
フードバンクが 1 団体・1 日あたりから受入可能な総数（箱数・ケース数）を超え

ている。 

9 E22100 寄附食品の寄附予定日（終了）から起算した食品の賞味期限又は賞味期限
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の残日数が、フードバンクが受入不可としている消費期限又は賞味期限の残日

数の範囲内となっている。 

10 E22200 
寄附食品の寄附予定日（終了）時点の賞味期限又は賞味期限がすでに切れ

ている。 

11 E23100 寄附食品の提供予約を行おうとしたが、希望する寄附食品の在庫がない。 

12 E23200 
寄附食品の提供予約を行おうとしたが、希望数量が寄附食品の在庫数を超

えている。 

13 E24100 
管理番号を入力して寄附食品の提供予約を行おうとしたが、当該管理番号

が変更又は削除されている。 


